
第２ 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準（法第16条の２第１項に規定する都道府県知事の指
定する病院）

５ 臨床研修病院の指定の基準
(1) 基幹型臨床研修病院の指定の基準

(ｶ) 研修医の募集定員が20人以上の基幹型臨床研修病院は、将来小児科医になることを希望す
る研修医を対象として小児科において12週以上の研修を行う研修プログラム及び将来産科
医になることを希望する研修医を対象として産婦人科において12週以上の研修を行う研修
プログラム（募集定員各２人以上）を設けること。ただし、当該研修プログラムについて、
都道府県知事は、病院の意向、地域医療対策協議会の意見等を踏まえ、当該都道府県におい
て医師が不足していると考えられる診療科又は部門（内科、救急、外科又は精神科）の研修
を重点的に行う研修プログラムに変更することができることとする。小児科プログラム及
び産科プログラムから変更する研修プログラムは、診療科又は部門が同一とならないよう
にすること。内科の研修を重点的に行う場合は36週以上、救急部門の研修を重点的に行う
場合は18週以上、外科又は精神科の研修を重点的に行う場合は12週以上とすること。

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について（抄）
（厚生労働省医政局長通知 令和６年３月２９日一部改正）

○小児科・産科プログラムを実施している病院に対し、他の診療科等への変更の意向について調査

○調査結果等を元に、どのようなプログラムに変更可能とするか、要件等について今後検討

【今後の対応について】
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